
合併協定書(案)作成に伴う「調整の内容」の表現整理 
 

協議項目 協議会において確認した調整の内容 合併協定書に記載しようとする調整の内容 特記事項 
１ 
合併の方式 

 厚田郡厚田村、浜益郡浜益村を廃し、その区域を石狩市に編入する編入合併とす

る。 
厚田郡厚田村、浜益郡浜益村を廃し、その区域を石狩市に編入する編入合併とす

る。 
 

２ 
合併の期日 

 平成１７年１０月１日とする。  平成１７年１０月１日とする。 ・第１３回合併協議会に

おける協議結果の反映 

３ 
新市の名称 

 石狩市とする。  石狩市とする。  

４ 
新市の事務所の位置 

 現石狩市役所の位置とする。  現石狩市役所の位置とする。  

５ 
財産の取扱い 

 厚田村及び浜益村の財産及び債務は、すべて石狩市に引き継ぐものとする。  厚田村及び浜益村の財産及び債務については、すべて石狩市に引き継ぐものとす

る。 
 

６ 
議会議員の定数及び任期

の取扱い 

 厚田村及び浜益村の議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条

第１項第２号の規定を適用し、石狩市の議会議員の残任期間に限り、引き続き石狩市

の議会議員として在任するものとする。 

厚田村及び浜益村の議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律（昭和

４０年法律第６号。以下「合併特例法」という。）第７条第１項第２号の規定を適用

し、石狩市の議会議員の残任期間に限り、引き続き石狩市の議会議員として在任する

ものとする。 

・第１３回合併協議会に

おける協議結果の反映 
・略称規定の設置 

７ 
農業委員会委員の定数及

び任期の取扱い 

・厚田村及び浜益村の農業委員会は、石狩市の農業委員会に統合するものとする。 
・厚田村及び浜益村の農業委員会委員のうち、選挙による委員は、市町村の合併の特

例に関する法律第８条第１項第２号の規定により、石狩市の農業委員会委員の残任

期間に限り、引き続き石狩市の農業委員会の選挙による委員として在任するものと

する。 

(1) 厚田村及び浜益村の農業委員会については、石狩市の農業委員会に統合するもの
とする。 

(2) 厚田村及び浜益村の農業委員会委員のうち、選挙による委員については、合併特
例法第８条第１項第２号の規定を適用し、石狩市の農業委員会委員の残任期間に限

り、引き続き石狩市の農業委員会の選挙による委員として在任するものとする。 

・法律の略称規定の移動

（６議会議員の定数及

び任期の取扱いへ） 

８ 
地方税の取扱い（国民健

康保険税を除く） 

 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、市民税及び固定資産税の納

期については、合併した年の翌年度から合わせるものとする。 
市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、入湯税等の地方税の取扱いについ

ては、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、市民税及び固定資産税

の納期については、合併した年度の翌年度から合わせるものとする。 

 

９ 
一般職の職員の身分の取

扱い 

・厚田村及び浜益村の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第９条第１

項の規定により、すべて石狩市の職員として引き継ぐものとする。 
・職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、石狩市の職員と不均衡が生じ

ないよう公正に取扱うものとする。 

(1)  厚田村及び浜益村の一般職の職員については、合併特例法第９条第１項の規定に
より、すべて石狩市の職員として引き継ぐものとする。 

(2)  職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、石狩市の職員と不均衡が生
じないよう公正に取り扱うものとする。 

 

１０ 
地域審議会の取扱い 

 地域審議会は設置しないものとする。ただし、市町村の合併の特例に関する法律第

５条の５第１項の規定に基づき、合併前の厚田村及び浜益村の区域に「地域自治区」

を置くものとする。なお、同法第５条の５及び第５条の６の規定による合併関係市町

村の協議により定める事項その他必要な事項については、「地域自治区の設置に関す

る協議書（案）」によるものとする。 

 地域審議会については、設置しないものとする。ただし、合併特例法第５条の５第

１項の規定を適用し、合併前の厚田村及び浜益村の区域に「地域自治区」を設置する

ものとする。なお、地域自治区の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項について

は、別添の「地域自治区の設置に関する協議書（案）」によるものとする。 

・第１３回合併協議会に

おける協議結果の反映 

１１ 
新市建設計画 

   新市建設計画は、別添の「合併まちづくりプラン」によるものとする。 
 

 

【欠番】 
特別職の職員の身分の取

扱い 

【項目削除】   

 
 



協議項目 確認してきた調整の内容 合併協定書に記載する調整の内容 特記事項 
１２ 
条例・規則等の取扱い 

 石狩市の条例及び規則等を適用するものとする。ただし、各種事務事業の調整に関

係する条例及び規則等については、その調整内容をふまえ新規制定、一部改正等を行

うものとする。 

石狩市の条例及び規則等を適用するものとする。ただし、各種事務事業の調整に関

係する条例及び規則等については、その調整内容を踏まえ新規制定、一部改正等を行

うものとする。 

 

１３ 
組織及び機構の取扱い 

 新市の組織及び機構は、３市村の庁舎の有効利用を図るとともに、定員管理の適正

化に努め、「新市における組織及び機構の整備方針」に基づき整備するものとする。

なお、地域自治区の事務所となる厚田支所・浜益支所については、「新市における支

所の整備方針」に基づき整備するものとする。 
 

 

(1) 新市の組織及び機構については、３市村の庁舎の有効利用を図るとともに、定員
管理の適正化に努め、次に掲げる「新市における組織及び機構の整備方針」に基づ

き整備するものとする。 
  ア 市民の声を適切に反映することができる機能を有すること。 
  イ 新市建設計画を円滑に遂行できる機能を有すること。 
  ウ 行政課題に即応できる機能を有すること。 
  エ 簡素で効率的な組織及び機構であること。 
(2)  地域自治区の事務所となる厚田支所及び浜益支所については、次に掲げる「新市
における支所の整備方針」に基づき整備するものとする。 

  ア 支所の担当業務は、地域振興、防災、保健福祉、環境衛生、農林水産業、建

設、水道、商工、観光、教育部門や住民生活に密着した窓口業務などについ

て、良好な住民サービスが提供できる機能を有すること。 
  イ 地域住民と行政の協働（パートナーシップ）の推進を図ること。 

 

１４ 
一部事務組合等の取扱い 

・北海道市町村総合事務組合、北海道町村議会議員公務災害補償等組合、石狩地区介

護認定審査会を除く一部事務組合等については、新市において引続き加入するもの

とする。 
・北海道市町村総合事務組合、北海道町村議会議員公務災害補償等組合については、

新市において加入しないものとし、石狩地区介護認定審査会については、新市にお

いて新しい審査会を設置するものとする。 

(1)  札幌広域圏組合、石狩北部地区消防事務組合、北石狩衛生施設組合、石狩教育研
修センター組合、北石狩公平委員会、北海道市町村備荒資金組合、北海道市町村職

員退職手当組合、石狩西部広域水道企業団及び石狩湾新港管理組合については、新

市において引き続き加入するものとする。 
(2)  北海道市町村総合事務組合及び北海道町村議会議員公務災害補償等組合について
は、新市において加入しないものとする。 

(3)  石狩地区介護認定審査会については、新市において新たな審査会を設置するもの
とする。 

 

１５ 
使用料・手数料等の取扱

い 

【協議省略】  各種事務事業の調整内容に基づき、取り扱うものとする。  

１６ 
公共的団体等の取扱い 

【協議省略】  類似する団体については、実情を尊重しながら、統合・再編を働きかけるものとす

る。 
 

１７ 
補助金・交付金等の取扱

い 

【協議省略】  各種事務事業の調整内容に基づき、取り扱うものとする。  

１８ 
町名・字名の取扱い 

 大字の区域は変更しないものとし、厚田村及び浜益村の大字名及び字名について

は、地域住民の意見を十分に尊重し、合併時までに決めるものとする。 
大字の区域は変更しないものとし、厚田村及び浜益村の大字名及び字名について

は、地域住民の意見を十分に尊重し、合併時までに定めるものとする。 
 

１９ 
慣行の取扱い 

・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・市民憲章については、新市において新たな憲章を制定するものとする。 
・厚田村の栄誉村民については、新市において規則を定め引き継ぐものとする。 

 市章、名誉市民、宣言等の慣行の取扱いについては、合併時に石狩市の制度に合わ

せるものとする。ただし、 
(1) 市民憲章については、新市において新たな憲章を制定するものとする。 
(2) 市の花・木・鳥については、新市において新たな花・木・鳥の制定などについ
て検討するものとする。 

(3) 厚田村の栄誉村民については、新市において規則を定め引き継ぐものとする。 

・第１３回合併協議会に

おける協議結果の反映 

２０ 
診療所の取扱い 

 地域医療確保のため、現行のとおりとする。  地域医療確保のための補助及び国民健康保険診療所の取扱いについては、厚田地域

及び浜益地域において現行のとおりとする。 
 

 
 



協議項目 確認してきた「調整の内容」 合併協定書に記載する「調整の内容」 特記事項 
２１ 
国民健康保険事業の取扱

い 

・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・２村地域における税率等については、市町村の合併の特例に関する法律第１０条を

適用し、合併した年を含む５ヵ年度に限り、不均一課税を行うものとする。ただ

し、納期については、合併した年の翌年度から石狩市の制度に合わせるものとす

る。 

国民健康保険の給付、企画及び運営等の国民健康保険事業の取扱いについては、合

併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1)  国民健康保険税の税率等については、合併特例法第１０条第１項の規定を適用
し、合併した年度を含む５ヵ年度に限り、厚田地域及び浜益地域において不均一

課税を行うものとする。 
(2)  国民健康保険税の納期については、合併した年度の翌年度から石狩市の制度に
合わせるものとする。 

 
 

２２ 
介護保険事業の取扱い 

・介護保険事業（低所得者対策事業を除く）及び介護保険料については、合併時は現

行のとおりとし、第３期介護保険事業計画の初年度である平成 18 年度から石狩市
に統一し実施するものとする。 
・訪問介護事業及び通所介護事業については、地域的事情を考慮し、浜益村において

現行のとおりとする。 

(1) 介護保険事業（低所得者対策事業を除く）及び介護保険料については、現行のと
おりとし、第３期介護保険事業計画の初年度である平成 18 年度から統一し実施す
るものとする。 

(2) 訪問介護事業及び通所介護事業については、浜益地域において現行のとおりとす
る。 

(3) 低所得者対策事業については、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

 

２３ 
行政連絡機構の取扱い 

合併時現行のとおりとし、新市において制度の在り方について検討するものとす

る。 
行政の効率化と地域の自主的な発展を目的とする駐在員制度及び連絡員制度の２つ

の行政連絡機構については、厚田地域及び浜益地域において現行のとおりとし、新市

において制度の在り方について検討するものとする。 

 

２４ 
公社・第三セクター等の

取扱い 

・石狩市公務サービス株式会社及び厚田村公務サービス株式会社については、現行の

とおりとし、合併後に新市において統廃合等の働きかけなどについて検討するもの

とする。 
・株式会社石狩振興公社については、現行のとおりとする。 
・石狩市土地開発公社は、合併時までに債権債務を厚田村土地開発公社から引継ぎ、

厚田村土地開発公社は解散するものとする。 

(1) 石狩市公務サービス株式会社及び厚田村公務サービス株式会社については、現行
のとおりとし、新市において統廃合等の働きかけなどについて検討するものとす

る。 
(2) 株式会社石狩振興公社については、現行のとおりとする。 
(3) 石狩市土地開発公社については、現行のとおりとし、合併時までに債権債務を厚
田村土地開発公社から引き継ぐものとする。 

(4) 厚田村土地開発公社については、合併時までに解散するものとする。 

 

２５ 
各種事務事業の取扱い 

   

25-1まちづくり関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・総合計画については、新市において速やかに策定するものとする。 
・生活交通路線維持確保事業については、現行のとおりとする。 
・厚田村の児童生徒派遣事業については、新市において検討するものとする。 
・担い手支援及びまちづくりに関する助成については、新市において再編に向けて検

討するものとする。 

 市民参加制度、男女共同参画事務、事業評価等のまちづくり関係については、合併

時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 総合計画については、新市において速やかに策定するものとする。 
(2) 生活交通路線の維持確保については、現行のとおりとする。 
(3) 厚田村が提携する友好町村への児童生徒派遣事業については、新市において検
討するものとする。 

(4) 担い手支援及びまちづくりに関する助成については、新市において再編に向け
て検討するものとする。 

・第１３回合併協議会に

おける協議結果の反映 

25-2 姉妹都市・国際交流
関係 

 石狩市の提携する姉妹都市との交流については、現行のとおりとし、厚田村の提携

する友好町村については、合併後に新市において検討するものとする。 
 国際交流団体の活動に対する支援等の姉妹都市・国際交流関係については、合併時

に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、厚田村が提携する友好町村について

は、新市において検討するものとする。 

 

25-3特別職関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・地域自治区の区長及び地域協議会委員の報酬等については、合併時までに定めるも

のとする。 
・市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第２号に規定する期間において在任

することとなる厚田村及び浜益村の議会議員の報酬等については、合併前の厚田村

及び浜益村の一般議員の報酬等によるものとする。 

特別職・議員・各種委員の報酬、公務災害補償制度、秘書事務等の特別職関係につ

いては、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 地域自治区の区長及び地域協議会委員の報酬等については、合併時までに定め
るものとする。 

(2) 合併特例法第７条第１項第２号に規定する期間において在任することとなる厚
田村及び浜益村の議会議員の報酬等については、合併前の厚田村及び浜益村の一

般議員の報酬等によるものとする。 

・第１３回合併協議会に

おける協議結果の反映 

 
 



協議項目 確認してきた調整の内容 合併協定書に記載する調整の内容 特記事項 
25-4職員関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 職員の任免、給与制度、職員研修、健康管理等の職員関係については、合併時に石

狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-5情報関係 
 

合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 情報公開・個人情報保護事務、地籍成果の管理、統計事務等の情報関係について

は、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-6電算システム関係 住民サービスの提供及び行政関係事務の効率化に、支障をきたさないよう、石狩市

のシステムに統合するものとする。 
戸籍、住民基本台帳、福祉、各種税等の住民生活に関係する電算システムについて

は、住民サービスの提供及び行政関係事務の効率化に支障をきたさないよう、石狩市

のシステムに統合するものとする。 

 

25-7広報広聴関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 広報紙の発行、住民懇談会の実施等の広報広聴関係については、合併時に石狩市の

制度に合わせるものとする。ただし、防災行政無線による広報については、厚田地域

において現行のとおりとする。 

 

25-8防災関係 ・合併時に新たな地域防災計画及び水防計画を策定し、災害時に備え、防災体制を整

えておくものとする。 
・防災行政無線については、合併後に地域の実情を明確に把握し施設整備を図るもの

とする。 

防災組織体制の整備、防災訓練、水防関係事務等の防災関係については、合併時に

石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 地域防災計画及び水防計画については新たに策定し、災害時に備え、防災体制
を整えるものとする。 

(2) 防災行政無線については、新市において地域の実情を明確に把握し、施設整備
を図るものとする。 

 

25-9消防署・消防団関係 ・消防署については、合併時に石狩消防署に統合するものとし、厚田消防署及び浜益
消防署は支署とする。 

・消防団については、合併後に消防団組織の再編を含め調整し、石狩消防団の体制に

合わせていくものとする。 

（1）消防署については、合併時に石狩消防署に統合するものとし、厚田消防署及び
浜益消防署については、支署とする。 

（2）消防団については、新市において消防団組織の再編を含め調整し、石狩消防団
の体制に合わせていくものとする。 

 

25-10財政関係  合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 予算編成、決算報告、地方財政状況調査等の財政関係については、合併時に石狩市

の制度に合わせるものとする。 
 

25-11契約・出納関係 指定金融機関は、現行のとおりとし、２村の収納事務取扱金融機関については、石

狩市の収納代理金融機関として合併時に追加指定するものとする。 
 入札指名事務、契約事務、現金の出納保管、決算の調製等の契約・出納関係につい

ては、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、厚田村及び浜益村の収

納事務取扱金融機関については、新市の収納代理金融機関として合併時に追加指定す

るものとする。 

 

25-12税関係  合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、補助金等については助成し

ないものとする。 
 税の徴収、滞納処分、収納対策、税務証明の発行等の税関係については、合併時に

石狩市の制度に合わせるものとする。なお、農業所得協力委員会への補助について

は、新市においては助成しないものとする。 

 

25-13行政委員会関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、手数料等のうち、嘱託登記

手数料については、厚田村の制度に合わせるものとする。 
（1）教育委員会、選挙管理委員会、監査委員等の行政委員会関係については、合併
時に石狩市の行政委員会等に統合するものとする。 

（2）行政委員会関係の事務等については、合併時に石狩市の制度に合わせるものと
する。ただし、農業委員会が所管する嘱託登記手数料については、厚田村の制度

に合わせるものとする。 

 

25-14行政庶務関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・表彰については、合併後に速やかに再編し、制度化を図るものとする。 
・民有地の借入れについては、現行のとおりとする。 
・ＩＳＯ認証取得事務については、合併後に石狩市の制度に合わせるものとする。 

公有財産の管理、公告式、寄付の採納、文書収受等の行政庶務関係については、合

併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 表彰制度については、新市において速やかに再編し、制度化を図るものとす
る。 

(2) 民有地の借入れについては、現行のとおりとする。 
(3) ＩＳＯ認証取得事務については、合併後に石狩市の制度に合わせるものとす
る。 

 

 
 
 



協議項目 確認してきた調整の内容 合併協定書に記載する調整の内容 特記事項 
25-15市民活動関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

・補助金等のうち、集会所関係補助金については、合併時に再編するものとする。ま

た、町内会補助金、保護司会補助金、防犯協会補助金、交通安全推進委員会補助

金、交通安全協会補助金については、団体の統廃合等の状況に応じ、合併後に調整

するものとする。 
・コミュニティセンター管理のうち、使用料については、算定方法を石狩市に合わ

せ、１時間単位とし、夏冬の区分を廃止するものとする。 
・集会所管理のうち、使用料については、利用料金制とし各会館運営委員会において

設定するものとする。 

コミュニティセンター・集会所の管理、行政相談、交通安全事業等の市民活動関係

については、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 集会所関係の補助については、合併時に再編するものとする。  
(2) 町内会、保護司会、防犯協会、交通安全推進委員会及び交通安全協会への補助
については、新市において調整するものとする。 

 

 

25-16 戸籍・住民基本台
帳関係 

合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 戸籍の受付、住民票の交付、印鑑登録、外国人登録等の戸籍・住民基本台帳関係に

ついては、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-17医療給付関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・乳児、児童及び生徒歯科医療費助成事業については、合併時に廃止するものとす

る。 

老人保健の医療給付、老人・重度心身障害者・乳幼児の医療費助成等の医療給付関

係については、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
第１３回合併協議会にお

ける協議結果の反映 

25-18社会福祉関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 総合的な福祉計画の策定、献血推進事業、生活保護事務等の社会福祉関係について

は、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-19 高齢者・障害者福
祉関係 

・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・補助金等のうち、高齢者（老人）クラブ連合会、身体障害者福祉協会、石狩市手を

つなぐ親の会、心身障害者父母の会補助金については、団体の統廃合等の状況に応

じ、合併後に新市において調整するものとし、聴力障害者協会、ひまわり手輪の

会、障害老人と共に歩む会、ふれあい広場タンポポのはら補助金については、現行

のとおりとする。 
・高齢者・障害者福祉関係事業のうち、高齢者等消融雪機器設置費補助事業、高齢者

バスカード等交付事業、ミドルステイサービス、長寿祝金支給制度、老人憩いの

家、寿の家施設管理運営事業、敬老事業、除雪サービス事業、緊急通報サービス事

業、一人暮らし高齢者等安否確認事業、保養センター老人等入浴券交付事業につい

ては、合併後に新市において調整するものとする。 
・福祉施設管理事務のうち、高齢者生活福祉センター、特別養護老人ホーム、痴呆性

高齢者グループホーム、シルバーホームについては、浜益村の制度に合わせるもの

とする。 

居宅介護支援事業、高齢者及び障害者の総合相談、精神福祉関係事務等の高齢者・

障害者福祉関係については、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1)  高齢者（老人）クラブ連合会、身体障害者福祉協会、石狩市手をつなぐ親の会
及び心身障害者父母の会への補助については、新市において調整するものとす

る。 
(2) 聴力障害者協会、ひまわり手輪の会、障害老人と共に歩む会及びふれあい広場
タンポポのはらへの補助については、現行のとおりとする。 

(3) 高齢者等消融雪機器設置費補助事業、高齢者バスカード等交付事業、ミドル
ステイサービス、長寿祝金支給制度、老人憩いの家、寿の家施設管理運営事業、

敬老事業、除雪サービス事業、緊急通報サービス事業、一人暮らし高齢者等安否

確認事業及び保養センター老人等入浴券交付事業については、合併時には現行の

とおりとし、新市において調整するものとする。 
(4) 高齢者生活福祉センター、特別養護老人ホーム、痴呆性高齢者グループホーム
及びシルバーホームの管理については、浜益村の制度に合わせるものとする。 

 

25-20児童母子福祉関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。  子育て支援事業、児童手当・児童扶養手当の支給等の児童母子福祉関係について

は、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-21保育所関係 ・へき地保育所運営事業のうち、保育時間については、合併時に石狩市に合わせるも

のとする。ただし、延長保育は厚田村及び浜益村において実施するものとする。ま

た、保育料については、合併後に新市において統一できるよう調整し、延長保育料

は市立保育園の制度に準じ適用するものとする。 
・へき地保育所運営事業のうち、入所年齢については、早急な施設整備等が困難なこ

とから、合併時は現行のとおりとする。また、園児送迎については、地域的事情か

ら厚田村において現行のとおりとする。 

 保育所の運営、認可外保育所の運営に対する補助等の保育所関係については、合併

時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
 (1) へき地保育所の保育料については現行のとおりとし、新市において統一に向け

て調整するものとする。 
(2) へき地保育所の施設、定員、入所年齢及び園児送迎については、現行のとおり
とする。 

 (3) へき地保育所の延長保育については、厚田地域及び浜益地域において実施する
ものとする。  

(4) へき地保育所の延長保育料については、市立保育園の制度に準じて適用するも
のとする。 

 

 
 
 
 



協議項目 確認してきた調整の内容 合併協定書に記載する調整の内容 特記事項 
25-22健康づくり関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 各種予防接種事業、救急医療対策、保健医療関係団体との連絡調整等の健康づくり

関係については、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-23保健サービス関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。  各種健康診査、がん検診、訪問指導等の保健サービス関係については、合併時に石

狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 耳の健康相談事業については、浜益地域において現行のとおりとする。 
(2) 厚田村食生活改善協議会への補助については、新市において調整するものとす
る。 

 

25-24環境対策関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 環境保全、公害対策、畜犬登録等の環境対策関係については、合併時に石狩市の制

度に合わせるものとする。 
 

25-25ごみ対策関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・補助金等のうち、衛生団体連合会補助金及び食品衛生協会補助金については、団体

の統廃合等の状況に応じ、合併後に調整するものとする。 
・ごみ収集のうち、家庭系廃棄物については、現行のとおりとする。ただし、ごみの

分別及び事業系一般廃棄物の許可事業者による収集については、合併した年の翌年

度に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・し尿収集については、収集運搬手数料体系の統一について、合併した年の翌年度の

再編を申し入れるものとする。 
・廃棄物処理計画については、合併した年の翌年度に再編するものとする。 

資源物のリサイクル、ごみの減量化推進、廃棄物の不法投棄防止等のごみ対策関係

については、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 衛生団体連合会及び食品衛生協会への補助については、新市において調整する
ものとする。 

(2) 家庭系廃棄物のごみ収集については、現行のとおりとする。 
(3) ごみの分別及び事業系一般廃棄物の許可事業者による収集については、合併し
た年度の翌年度に石狩市の制度に合わせるものとする。 

(4) し尿収集運搬手数料については、料金体系の統一について、北石狩衛生施設組
合に対し、合併した年度の翌年度の再編を申し入れるものとする。 

(5) 廃棄物処理計画については、合併した年度の翌年度に再編するものとする。 

 

25-26住民福祉庶務関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 簡易郵便局の開局、国民年金事務、火葬許可等の住民福祉庶務関係については、合

併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-27農業関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・補助金等のうち、担い手支援助成金及び産業振興資金貸付については、合併時に再

編するものとする。 
・牧野管理事業については、合併時に浜益村の制度に合わせるものとする。 
・中山間地域等直接支払事務については、合併時に厚田村の制度に合わせるものとす

る。 

農業・畜産振興事業、農業関係団体との連絡調整、農業振興地域整備計画の策定等

の農業関係については、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 担い手支援助成及び産業振興資金貸付については、合併時に再編するものとす
る。 

(2) 牧野の管理については、浜益村の制度に合わせるものとする。 
(3) 中山間地域等直接支払事務については、厚田村の制度に合わせるものとする。 

 

25-28水産業関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・補助金等のうち、漁業近代化資金利子補給金については、厚田村の制度に合わせる

ものとし、担い手支援助成金及び産業振興資金貸付については、合併時に再編する

ものとする。 
・共同船揚場管理事業については、合併時に浜益村の制度に合わせるものとする。 

水産業振興事業、水産業関係団体との連絡調整等の水産業関係については、合併時

に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 漁業近代化資金の利子補給については、厚田村の制度に合わせるものとする。 
(2) 担い手支援助成及び産業振興資金貸付については、合併時に再編するものとす
る。 

(3) 共同船揚場の管理については、浜益村の制度に合わせるものとする。 

 

25-29漁港施設関係 合併時に厚田村の制度に合わせるものとする。 漁港の管理、水産統計調査等の漁港施設関係については、合併時に厚田村の制度に

合わせるものとする。 
 

25-30林業関係 
 

・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・補助金等のうち、産業振興資金貸付については、合併時に再編するものとする。 
・治山管理事務については、合併時に厚田村の制度に合わせるものとする。 

森林の管理、緑化推進運動、林道の整備、林業振興事業等の林業関係については、

合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 産業振興資金貸付については、合併時に再編するものとする。 
(2) 治山事業については、厚田村の制度に合わせるものとする。 

 

 
 
 



協議項目 確認してきた調整の内容 合併協定書に記載する調整の内容 特記事項 
25-31公園関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

・公園管理事務における料金体系については、現行のとおりとする。 
・墓地管理事務については、合併後に石狩市の制度に合わせるものとする。 

公園・ゲートボール場の管理、公園の占用許可等の公園関係については、合併時に

石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 有料公園の料金体系その他の利用条件については、現行のとおりとする。 
(2) 墓地の管理については、合併後に石狩市の制度に合わせるものとする。 

 

25-32商工業関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・商工会議所及び商工会については、新市の一体性の確保のため、統合を働きかける

ものとし、補助金については、合併後に新市において調整するものとする。 
・温泉施設維持管理事業における開館時間及び料金体系については、現行のとおりと

する。 

雇用促進対策、地場産業振興事務、企業誘致、港湾振興事務等の商工業関係につい

ては、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 商工会議所及び商工会については、統合を働きかけるものとする。 
(2) 商工会議所及び商工会への補助については、新市において調整するものとす
る。 

(3) 温泉施設の料金体系その他の利用条件については、現行のとおりとする。 

 

25-33観光関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・観光協会については、新市の一体性の確保のため、統合を働きかけるものとし、補

助金については、合併後に新市において調整するものとする。 
・海水浴場管理運営事業における料金体系については、現行のとおりとする。 

観光振興事業、観光イベントへの助成、海水浴場の管理等の観光関係については、

合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 観光協会については、統合を働きかけるものとする。 
(2) 観光協会への補助については、新市において調整するものとする。 
(3) 産業振興資金貸付については、合併時に再編するものとする。 
(4) 海水浴場駐車場の料金体系その他の利用条件については、現行のとおりとす
る。 

 

25-34建設関係 
 

合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 建築物の許可、公共用地の取得、道路・橋梁・河川の維持管理等の建設関係につい

ては、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-35除雪関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、全国積雪寒冷地帯振興協議

会については、新市において加入するものとする。 
道路の除排雪、除雪基準の設定、冬期迷惑駐車対策等の除雪関係については、合併

時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-36港湾施設関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 港湾施設の管理、使用料の徴収、占用許可等の港湾施設関係については、合併時に

石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-37公営住宅関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・公営住宅管理のうち、駐車場使用料については、現行のとおりとする。 
・単身者住宅管理については、合併時に厚田村の制度に合わせるものとする。 

公営住宅の入居者管理、収納管理等の公営住宅関係については、合併時に石狩市の

制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 公営住宅ストック総合活用計画については、新市において再編するものとす
る。 

(2) 単身者住宅の管理については、厚田村の制度に合わせるものとする。 

 

25-38都市計画関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 都市計画の策定、優良宅地の認定、土地区画整理事業等の都市計画関係について

は、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
 

25-39上水道関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・給水事業については、合併時には、厚田村及び浜益村の「特別会計」を１つに統合

し、石狩市の「企業会計」と２つの会計とする。合併後、概ね５年で２つの会計を

１つの「企業会計」による水道事業に統合するものとする。 
・使用料等のうち水道料金については、段階的な調整を行い、合併後、概ね５年を目

途に石狩市の料金体系に合わせるものとし、財政・事業計画事務については、会計

を統合する時点において、水道事業に合わせるものとする。 

新規加入の取扱い、水道料金の収納、指定工事事業者の認定等の上水道関係につい

ては、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 給水事業については、合併時には、厚田村及び浜益村の「事業及び特別会計」
を１つに統合し、石狩市の「事業及び企業会計」と２つの事業及び会計とする。

合併後、概ね５年で２つの事業及び会計を１つの「事業及び企業会計」による水

道事業に統合するものとする。 
(2) 水道料金については、段階的な調整を行い、合併後、概ね５年を目途に石狩市
の料金体系に合わせるものとする。 

(3) 財政・事業計画事務については、合併後、概ね５年後の会計を統合する時点に
おいて、水道事業に合わせるものとする。 

 

 
 
 
 



協議項目 確認してきた調整の内容 合併協定書に記載する調整の内容 特記事項 
25-40下水道関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

・下水道事業については、合併時現行の２つの事業及び特別会計により実施するもの

とする。 
・個別排水処理施設整備事業については、新市において特別会計を設け、合併時に再

編するものとする。 
・補助金等のうち、水洗化改造資金助成金については、下水道事業に伴う助成は、望

来処理区の供用開始から３年間に限り、また個別排水処理施設整備事業に伴う助成

は、合併年度に限り厚田地域において現行のとおりとし、水洗化改造資金貸付金に

ついては、下水道事業及び個別排水処理施設整備事業ともに、貸付額を「１戸あた

り 70万円以内」とする。 
・手数料等のうち、指定工事事業者の指定の新規・更新承認に係る手数料について

は、合併時に厚田村の制度に合わせるものとする。 

施設の維持管理、水洗化改造資金の貸付、指定工事事業者の認定等の下水道関係に

ついては、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 下水道事業については、合併時には現行の２つの事業及び特別会計により実施
するものとする。 

(2) 個別排水処理施設整備事業については、新市において特別会計を設け、合併時
に再編するものとする。 

(3) 水洗化改造資金助成のうち下水道事業に伴う助成については、望来処理区の供
用開始から３年間に限り、厚田地域において現行のとおりとする。 

(4) 水洗化改造資金助成のうち個別排水処理施設整備事業に伴う助成については、
合併した年度に限り厚田地域において現行のとおりとする。 

(5) 水洗化改造資金貸付については、下水道事業及び個別排水処理施設整備事業と
もに、貸付額を「１戸あたり 70万円以内」とする。  

(6) 指定工事事業者の指定の新規・更新承認に係る手数料については、厚田村の制
度に合わせるものとする。 

 
 
 
 

25-41教育管理関係 ・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・補助金等については、団体の統廃合等の状況に応じ、合併後に新市において調整す

るものとする。ただし、石狩市中学校体育連盟補助金については、現行のとおりと

する。 
・スクールバスの運行及び通学区域については、現行のとおりとする。 

スクールバスの管理、英語指導助手の派遣、教員住宅の維持管理等の教育管理関係

については、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 類似する団体への補助については、新市において調整するものとする。 
(2) 石狩市中学校体育連盟への補助については、現行のとおりとする。 
(3) スクールバスの運行及び通学区域については、現行のとおりとする。 

 

25-42幼稚園関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 私立幼稚園への補助、就園援助等の幼稚園関係については、合併時に石狩市の制度

に合わせるものとする。 
 

25-43学校教育関係 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、遠距離通学費補助について

は、現行のとおりとする。 
就学指導、生徒の悩み相談等の学校教育関係については、合併時に石狩市の制度に

合わせるものとする。ただし、遠距離通学費補助については、現行のとおりとする。 
 

25-44 社会教育・スポー
ツ関係 

・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 
・スキー場の管理については、現行のとおりとし、新市において在り方を含め取扱い

を検討するものとする。 
・社会教育施設、その他スポーツ施設の管理のうち、現在無料である厚田村山村スポ

ーツセンターについては、有料化を検討することとし、その他の施設の利用条件等

については、現行のとおりとする。 
・表彰については、合併後に速やかに再編し、制度化を図るものとする。 
・学校体育施設の開放事業のうち、利用条件等については、現行のとおりとする。 

生涯学習の推進、スポーツ大会参加費の助成等の社会教育・スポーツ関係について

は、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) スキー場の管理については、厚田地域及び浜益地域において現行のとおりと
し、新市において在り方を含め取扱いを検討するものとする。 

(2) 表彰制度については、新市において速やかに再編し、制度化を図るものとす
る。 

(3) 社会教育施設・スポーツ施設（厚田村山村スポーツセンターを除く）及び学校
体育施設の開放事業における料金体系その他の利用条件については、現行のとお

りとする。 
(4) 厚田村山村スポーツセンターについては、有料化を検討するものとする。 
(5) 類似する団体への補助については、新市において調整するものとする。 
(6) 石狩市子ども会育成連絡協議会、厚田村子育てネットワーク委員会、ユネスコ
協会及び望来獅子舞保存会への補助については、現行のとおりとする。 

 

25-45文化財関係  合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、郷土資料館管理のうち、利

用条件等については、現行のとおりとする。 
 指定文化財関係事務、郷土資料館の運営等の文化財関係については、合併時に石狩

市の制度に合わせるものとする。ただし、郷土資料館の料金体系その他の利用条件に

ついては、現行のとおりとする。 

 

25-46 給食センター、図
書館、公民館関係 

 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、学校給食のうち、給食費に

ついては、現行のとおりとする。 
 学校給食の実施、図書館・公民館の管理等の給食センター、図書館、公民館関係に

ついては、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、 
(1) 給食費については、現行のとおりとする。 
(2) 図書館等の利用条件については、現行のとおりとする。 

 

25-47議会関係  合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。  議会運営、会議録の調製、議会広報の発行等の議会関係については、合併時に石狩

市の制度に合わせるものとする。 
 

 


